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■今月のニュース：担当　桑原　真弓（くわはら　まゆみ）

◇特別徴収による住民税（平成21年度分）のPX2への入力について

　住民税の特別徴収義務者となっている法人もしくは事業主の方には、5月末日までに各市町村もしくは市税事務所よ
り『特別徴収額の決定通知書』が送付されます。
PX2にて給与計算をされている場合は、到着した通知書をご確認のうえ、PX2の「社員情報」タブ内の「住民税の一括
予約入力（確認）」画面にて、通知に記載されている住民税額を入力してご利用ください。

■ご存知ですか？「決算公告」：代表社員税理士　金澤　清資（かなざわ　きよし）

　3月に入り、日差しに春の訪れを感じる日も多くなりました。
先月のブログで松丸が「温泉1000ヵ所にチャレンジ！」宣言をしていましたが、
私も暖かくなってくると「どこかに旅行したいなー。」という気持ちが強くなってきます。

　ゴールデンウィークを利用して旅行の計画をたてている方もいるのではないでしょうか？
最近は円高の影響で韓国をはじめ、近隣のアジア諸国などへの旅行を計画している方が多そうですね。

　私も大学生のときから時間とお金が許す範囲で海外旅行をしてきました。中国（北京、西安）、アイルランド、イギリス、
ポルトガルと振り返ってみるとあまり他の人が観光で行かないところばかり旅行先に選んでいました。

　どの国も印象深かったのですが、特に思い出に残っているのは初めての海外一人旅を経験したボスニア・ヘルツェゴビナ
とクロアチアです。
　ボスニアといえば民族紛争のあった国というイメージが強いですが、紛争時に攻撃にあった建物がそのまま残っていたり、
街中に戦車があったりと、紛争の爪あとも見ることができました。
イスラム教徒も多く、モスクが街中にあったり、料理などもトルコ料理に近いものが多くありました。

　日本からウィーンを経由してボスニアの首都のサラエヴォに入国しましたが、そこでさっそくトラブルが！
荷物の受取所で待っていても着替え等を入れたトランクが出てこない！！
どうやらウィーンで私のを含め20名ほどの荷物を載せるのを忘れていたようなのです。「どうしよう。どうしよう。」とあたふたし
ていると、周りの人は「またか、、、」という顔をして手馴れた様子でホテルに届ける手続きをしています。どうやらいつものこ
とらしい。見よう見まねでホテルの住所を書いて窓口に出すと、「明日ホテルに届けるから。」とのこと。

しかし、実際荷物が届いたのはそれから3日後でした。。。

私の海外初一人旅行は洗面用具と着替えを買うことからスタートしました。

　日本に帰るときにも、ザグレブの空港でチェックインを済ませて飛行機を待っていると、係員の方が来て「霧のため搭乗
予定の飛行機が着陸できません。」とのアナウンスが。。。
結局3時間後に出発する別の航空会社の便に変更して帰ってくることが出来ましたが、飛行機系トラブルに見舞われた
旅行でした。
でも、トラブルに会うたびに不思議と親切な人にもめぐり合うことができ、旅行を満喫することが出来ました。

調子に乗って「次は南米に行きたいなー。」と考えているこのごろです。

◇『旅行けば。。。』 

　こんにちは！
今月のブログは桑原が担当させていただきます。

■スタッフブログ「ほっと一息」：担当　桑原　真弓(くわはら　まゆみ)

　株式会社は、決算確定後遅滞なく決算書を公告しなければいけません。
多くの会社は、官報に掲載するとしていますが、実際に公告を行っているのは、中規模以上の法人に限られているのが
現実です。

　しかし、ここで注意をしなければならないのが罰則規定です。
条文では、決算公告の義務を怠った場合、『取締役若しくは監査役は100万円以下の過料に処す』とされています。
債権者などから追及された場合には、公告をしていないという理由だけで、確実に罰金刑に処されるのは間違いありま
せん。

　公告の方法は三つ、官報、日刊新聞紙、そして電磁的公告（Webサイト上での公告）です。
自社の公告の方法については定款に記載されていますので、ぜひ再度ご確認ください。

　税理士法人ベルーフでは、TKC計算書類公開データベースを利用して、決算書の公告をお奨めしています。
データベースに決算書を公告することで、低廉な費用で手間ひまを掛けずに法令にのっとった公告ができます。
データベースでの公告については、巡回時などに担当者にお尋ねください。

決算が確定したら、ぜひ決算書の公告を行って下さい。

※根拠条文
会社法（平成十七年七月二十六日法律第八十六号）
第四百四十条、第九百七十六条

では、資金繰りに影響を与える要因には何があるのでしょうか。

①収益力　②経常収支のバランス　③経常外収支のバランス　の3つが考えられます。

①収益力

　一言でいって、収益力が高ければ資金繰りは安定します。収益力は損益計算書を見れば一目瞭然。

一般的には経常利益を多く残したかどうかです。もちろん、短期的には利益があれば資金繰りは楽になるとは言い切れ
ません。在庫や売上債権や仕入債務等により、収支と損益がズレているからです。しかし、一連の取引が完了すれば利
益の分だけ資金が増加します。つまり、長期的には収益力の高さは資金繰りを安定させ、連続赤字決算は資金繰りを
悪化させます。

②経常収支のバランス

　経常収支は本来の営業活動そのものに伴う資金の動きを表しています。皆さんがお使いのＦＸ2「33．資金繰り実績
表」の経常収入・経常支出をみれば一目瞭然。
仕入れ→販売→売掛回収→買掛支払→人件費・家賃等経費の支払い、といった資金の動きのことです。当然ながら
正常で適正な収支の状態は、経常収入＞経常支出という状態が毎月続くことです。

そのために見直してほしい項目が4つあります。
イ）得意先の与信管理、ロ）売掛債権の回収管理、ハ）在庫管理、ニ）支払債務の支払条件です。

　イ）得意先の与信管理
　利益が資金となるのは100％回収したときです。全額回収できるように取引先の財務状態など見極めましょう。

　ロ）売掛債権の回収管理
　　売掛債権の回収サイトが延びれば，現金になるまでの期間が長くなります。取引先との良好な関係を崩したくないと
　の心情から条件を変更してしまいがちですが、一定の基準を設け、恣意的な変更を抑止しましょう。
　また、売上の締め日を意識して実際の回収が早くなるように全従業員に徹底し、資金回収を早くしましょう。

　ハ）在庫管理
　　過剰な在庫を抱えていませんか。
　「在庫」という項目は資金繰り表には表れてきませんが、仕入代金として自社から出て行った資金は，その在庫が売れ
　るまで回収できず，「倉庫に寝かせたまま」となるので資金繰りに大きく影響しています。また、商品保管コスト・商品の
　劣化陳腐化など資金繰り以外の問題もあります。
　在庫管理のルールを定め、これを徹底して守り、適正在庫に努めることが大切です。

　ニ）支払債務の支払条件
　　資金繰りを楽にするためには、仕入債務の支払サイトを長期化するよう，仕入先にお願いすればいいわけですが、
　「自社の信用力が低下する」、「仕入単価が割高になる」といった反作用があるかもしれませんので慎重に検討しま
　しょう。

③経常外収支のバランス

　経常外収支とは経常収支以外の資金の動きのことです。

経常収支がプラスであれば、その余裕資金を借入金返済や設備投資に回せますし、経常収支がマイナスであれば、経
常外収入（借入金等）で補わなければなりません。
経常収支のマイナスが長期間続いてしまうと借入金が増え続け、そのうち融資も断られるようになってしまいます。

資金の借入⇒設備投資⇒収益力ＵＰ⇒資金の回収⇒資金の返済という資金の一巡の中で、バランスを崩しているも
のがないかを、分析し、対処していくことが広いの意味で「資金繰り」といいます。収益力、経常収支、経常外収支をシ
ビアに見つめ、ひとつづつ改善していくと資金繰りは確実に楽になり、財務状態のよい会社になります。

現在の経済情勢を勝ち残っていくためには、本当の「資金繰り」が必要です。

　まだ5月ですが、外を歩くと半そでで出歩いている人も増え、徐々に夏が近づいているのを感じます。
今月号では『決算公告』と『資金繰り』についてそれぞれご紹介させていただきました。
ゴールデンウィークも終了し、気持ちを切り替えてお仕事に臨まれているこの機会に、ぜひ今月号の記事を
ヒントにご自身の法人の決算公告の方法や資金繰りを見直してみてください。

編集担当　桑原

■会計こばなし「資金繰りの巻」：担当　松丸　直也（まつまる　なおや）

　借入をすれば，短期的には資金繰りは改善しますが，経営状況が変わらない場合，
中長期的にはその借入金の返済が資金繰りを圧迫していきます。借入は一時しの
ぎになりかねません。

　根本的な解決には、資金繰り悪化に至った真の原因を究明し，それに対処すべく経営活動を見直すことしかないのです。

　今回のテーマは「資金繰り」です。
資金繰りとは，お金の流れを把握し，その収支予想を立て，過不足が予想さ
れるときは，その対策を講じることです。

　「そんなこと分かってるよ」といわれる方も多数おられるかもしれませんが、資金
繰りとは，単なる資金調達（銀行借入）だと考えがちですが，それだけを指して
いるのではありません。 ■編集後記：

　新型インフルエンザの感染が関西地方で広がっています。
新型インフルエンザの予防法について厚生労働省のホームページに紹介されている情報をご紹介させていただきます。

インフルエンザにかからないために
・必要のない外出は控えてください（特に人が集まる場所）。 
・外出したらうがい、手洗いを行って下さい（手洗いは石鹸を使って最低15秒以上行い、洗った後は清潔なタオルや
ペーパータオル等で水を十分に拭き取りましょう）。
【咳エチケット】
・咳をするときは周囲の人から1ｍ以上離れてください。 
・咳をするときはティッシュで口を覆い、顔をそらせて下さい。
・口を覆ったティッシュはゴミ箱へ。
・マスクを着用してください。

厚生労働省　新型インフルエンザ対策関連情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
※具体的な予防法などを動画で確認いただけます。


